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内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 26 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を

一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。

記

① 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

法令・諸規則及び諸規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とし、その対

策として内部監査室を設置し、コンプライアンス規程、内部監査規程等を制定し、「コンプ

ライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスに関する研修体制の整備、内

部通報制度を制定する。

② 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理

に関する体制

  当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理

が適切に行われるよう、別途定める社内規程に基づいて当社及び当社グループ会社の取締役

及び使用人はこれに従うものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

環境、災害、品質及び輸出入管理等に係るリスクについては、「コンプライアンス・リス

ク管理委員会」において、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配

布等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者と

なる監査等委員である取締役以外の取締役を定める。



④ 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを

確保するための体制

当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を

通じた効率的な業務執行を行うために、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、人事評価・

報酬制度を整備する。

⑤ 当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及び当社グループ会社との情報の交換、人事の交流を含め当社及び当社グループ会社

との連携体制を確立し、当社及び当社グループ会社の監査等委員である取締役と子会社の監

査役との連絡を密にし、当社による当社グループ会社に対する不当な取引等の要求を防止す

るための体制を確立するため、関係会社管理規程を整備する。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制

当社及び当社グループ会社は、監査等委員である取締役以外の取締役の指揮命令に服さな

い使用人を置くものとする。また、内部監査部門、総務部門、経理部門が補助する。

⑦ 前号の取締役及び使用人の取締役（当該取締役及び監査等委員である取締役を除く）から

の独立性の確保に関する体制

前号の使用人の監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を確保するために、監

査等委員である取締役は補助すべき使用人の人事異動について事前に報告を受け、必要な場

合は人事担当取締役に対して変更を申し入れることができる。

⑧ 監査等委員会を補助する取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会を補助する使用人の適切な職務遂行のため、人事異動、人事考課等に関して

は、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

⑨ 監査等委員への報告の体制

（イ）監査等委員である取締役以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための

体制

監査等委員である取締役以外の取締役及び使用人は、監査等委員会（又は監査等委員

である取締役）に対して法定の事項に加え、全社的に影響を及ぼす重要事項に関して監

査等委員である取締役以外の取締役が決定した内容、内部監査担当部署が行う内部監査

の結果、監査等委員である取締役以外の取締役が整備する内部通報制度による通報の状

況を遅滞なく報告する。

（ロ）当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が

監査等委員会に報告をするための体制

当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から、会社に重大な損

失を与える事項が発生し又はその恐れがあると報告を受けた者は、速やかに当社の監査

等委員又は監査等委員会に報告するものとする。



⑩ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制

当社及び当社グループ会社に法令違反行為や不正行為に関する通報、報告に関する適正な

仕組みを定めることとし、当該通報、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けな

いものとする。

⑪ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生

ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の

処理に係る方針に関する体制

監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、監査等委

員である取締役以外の取締役は、監査等委員会の職務執行に必要でないと認めた場合を除き

速やかに処理を行う。

⑫ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役社長及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員、会計監査

人は、それぞれ相互の意思疎通を図るため意見交換会を開催する。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を

もたない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応

をとる。

⑭ 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制」システムの構築、評価及び報告に関

し、適切な運営を図る。

以 上


